
 1

 

 

 

１ 事業者メンテナンス画面の修正箇所・・・・・・・・・・・・・・・２ 

 

 

２ 対象者管理画面の修正箇所・・・・・・・・・・・・・・・・・・・９ 

 

 

３ 請求明細書情報登録画面の修正箇所・・・・・・・・・・・・・・・14 

 

 

４ サービス利用計画請求書画面の修正箇所・・・・・・・・・・・・・15 

 

 

５ 上限管理結果表情報登録画面の修正箇所・・・・・・・・・・・・・16 

 

 

６ サービス提供実績記録票画面の修正箇所・・・・・・・・・・・・・17 
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１ 事業所メンテナンス画面の修正箇所 

今回の平成 21 年 4 月報酬改正において追加（削除）された項目について修正

を行い、また、国保連合会のインターフェースについて、従前の事業者システ

ム 200709 では対応していなかった部分の変更を行いました。なお、事業者メン

テナンス画面の変更は、提供サービス登録画面のみとなります。 

 

 

【サービス事業所メンテナンス画面の提供サービス登録画面】 

基本項目、加算項目、減算・単価項目の３つの画面を新設し、タブによる切

替を行なうように修正しました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

タブによる切替で、画面表示を変更しま

す。 
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■ 事業者システム 200709 との比較 

【事業者システム 200709 の提供サービス登録画面】 

 

 

 

【「事業者システム 200904」の提供サービス登録画面：基本項目】 
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【事業者システム 200709 の提供サービス登録画面】 

 

 

 

 

【「事業者システム 200904」の提供サービス登録画面：加算項目】 

 

 

加算要件は平成 21 年 4 月報酬改正で新た

に追加されたものの対応を行いました 
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■ 国保連合会インターフェースに対応するために追加した項目 

NO 項目名 関係サービス 

1 送迎加算実施 児童デイ 

2 看護師体制加算 身体療護入所、施設入所支援 

3 常勤医師加算 身体更生入所、身体療護入所 

4 強度行動特別支援加算 知的更生入所 

5 食事提供加算 日中活動系、通所施設、通勤寮 

6 訪問訓練の有無 自立機能訓練、自立生活訓練 

7 自活訓練加算Ⅰ、Ⅱ 知的更生入所、知的授産入所 

8 神経内科医加算 身体療護入所 

9 重度障害者支援加算 CH 

10 短期滞在加算 自立生活訓練 

11 重度障害者支援加算基本

～Ⅱ 

施設入所支援 

12 重度重複加算 通勤寮以外の旧法施設 

13 栄養士配置加算 短期入所、施設入所支援、知的更生通所、知的

授産通所 

 

■ 平成 21 年 4 月報酬改正に伴い追加した項目 

NO 項目名 関係サービス 

1 リハビリテーション加算 生活介護、自立機能訓練、身障更生入所、身障

更生通所、身障療護入所、身障療護通所 

2 通勤者生活支援加算 宿泊型自立訓練 

3 福祉専門職員配置加算 生活介護、児童デイ、CH、GH、宿泊型自立訓練、

自立機能訓練、自立生活訓練、就労移行支援、

就労継続支援 

4 就労支援関係研修修了加

算 

就労移行支援 

5 地域移行個別支援特別加

算 

CH、施設入所支援、GH、宿泊型自立訓練 

6 目標工賃達成指導員加算 就労継続支援Ｂ型 

7 特定事業所加算区分 居宅介護、重度訪問介護、行動援護 

8 単独型加算 短期入所 

9 相談特定事業所加算区分 相談支援 

10 小規模定員加算 施設入所支援 
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11 指導員加配加算 児童デイ 

12 人員配置体制加算 生活介護 

13 重度者支援加算 就労継続支援 

14 地域移行支援体制強化加

算 

宿泊型自立訓練 

15 夜勤職員配置加算 施設入所支援 

16 視覚障害者専門職員配置

加算 

自立機能訓練 

 

■ 平成 21 年 4 月報酬改正に伴い削除される項目 

NO 項目名 関係サービス 

1 栄養管理体制加算 

⇒栄養士配置加算に変更 

施設入所支援 

2 小規模夜間支援加算 CH 

3 小規模事業加算 CH、GH 
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【事業者システム 200709 の提供サービス登録画面】 

 
 

 

 

【「事業者システム 200904」の提供サービス登録画面：減算・単価項目】 
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また、サービスの表示状態により、提供サービス修正・削除モードと提供サ

ービス追加モードに画面が切り替わります。 

 

■ 提供サービス修正・削除モード（登録済サービスを修正または削除する場

合の画面モード） 

 

■ 提供サービス追加モード（新規サービスを登録する場合の画面モード） 

サービス修正モードの状態からサービス追加ボタンを押下すると、サービス

追加モードになります。 

 

サービス追加、サービス移動（前サービス、次

サービス）ボタンが表示されます。 
また、削除、入力完了、キャンセルボタンも押

下可能となります。 

追加完了ボタン、追加取消ボタンが表示され、

それ以外のボタンは押せなくなります。 
追加完了または追加取消を押下すると、提供サ

ービス修正・削除モードになります。 
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２ 対象者画面の修正箇所 

 対象者画面の修正箇所については、下段部の項目の追加、及び削除を行いま

した。また、支給決定サービス情報の入力欄については、入力手順の変更を行

いました。 

 

【「事業者システム 200904」の対象者画面のレイアウト】 
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■ 事業者システム 200709 との比較 

【事業者システム 200709 対象者画面】 

 

 

 

【「事業者システム 200904」 対象者画面】 

 

 

 

 

 

 

 

 

項目を削除しました 

表示位置を変更しました 

入力方法を変更しました 
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【修正箇所】 

NO 項目名 修正点 

1 加算有無項目 「事業者システム 200709」では、重度障害者

支援体制加算、自立生活支援加算、重度障害者

支援加算についての加算入力項目がありまし

たが、「事業者システム 200904」では入力項目

を削除し、支給決定サービス欄で入力するよう

変更しました。 

2 上限月額移動と上限月額

地域 

１の加算入力項目を削除したため表示位置を

変更しました。 

 

3 支給決定サービス欄 「事業者システム 200709」では、最大１０項

目までしか登録できませんでしたが、「事業者

システム 200904」では、登録数の制限をなく

しました（※重複したサービスは登録できませ

ん）。 

支給決定サービスとなっている加算情報につ

いても、請求算定可能かどうかをこの項目でチ

ェックしますので、必ず登録を行う必要があり

ます。 

 

 

 

 

【支給決定サービスの入力手順】 

■ サービスを追加する場合 

□内に追加したいサービス情報を入力し、追加ボタンを押します。 

 

 

 

 

追加したいサービスを入力

し、追加ボタンを押下する 
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■ サービスを修正・削除したい場合 

修正したいサービス情報を一覧から探し、一番右の選択ボタンを押下します。 

 
 

 

 

選択したサービスが下部に表示され、変更ボタン、削除ボタンが押下可能に

なります。 

 

 

 

上部のサービス一覧に入力したサ

ービスが追加されます。 

修正・削除したいサービスの右の選

択ボタンを押す。 
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変更を押下した場合、変更内容が一覧に反映されます。 

 

 

 

削除を押下した場合は、下記の画面が表示されるため、「はい」を選択すると、

一覧から該当サービスが削除されます。 

 
 

 

 

変更内容が反映 

行が削除されます 
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３ 請求明細書情報登録画面の修正点 

 平成２１年４月報酬改正により、管理結果「１」「２」の場合についても、上

限管理加算が算定可能となったため、システムの対応を行いました。 

 

【従来の条件】 

上限管理結果＝「３」かつ請求事業所＝上限管理事業所の場合のみ算定 

【新システムの条件】 

上限管理結果≠「０」かつ請求事業所＝上限管理事業所の場合算定 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

上限管理結果が「１」「２」の場合であって

も、上限管理加算が算定されます。 
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４ サービス利用計画請求書画面の修正点 

 平成２１年４月改正により、相談支援事業についても居宅介護等と同様に、

特別地域加算、特定事業所加算が追加されました。それに伴い、サービス利用

計画請求書画面では、特別地域加算、特定事業所加算を含んだ請求サービスコ

ードを選択できるように修正しました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

上記のように特定事業所加算および、特別地

域加算を含んだ請求コードを選択できるよ

うに変更しました。 
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５ 上限額管理結果票登録画面の修正点 

平成 21 年 4 月報酬改正により、上限額管理加算が、管理結果＝「３」以外の

場合でも算定可能となったことに伴い、利用事業所数が１件だけの場合に登録

ができないよう変更を行いました。 

また、上限管理結果については、上限管理加算を含めた金額で調整事務を行

うように変更されたため、上限管理加算を含めた「総費用額」「利用者負担」で

計算を行い管理結果を確定する必要があることに注意する必要があります。（※

詳細は上限額管理事務マニュアルを参照して下さい） 

 

 

 

 

利用事業所数が 2 件以上の場合は、上限管理加算を含

めた金額を入力し、計算を行必要がある。 
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６ サービス提供実績記録票画面の修正箇所 

平成 21 年 4 月報酬改正で加算内容が大幅に追加されたことに伴い、加算情報

ボタンを追加し、加算情報を入力する専用の画面を新たに新設しました。 

 

【各サービス共通の修正点】 

■ 平成１９年９月改正版のサービス提供実績記録票のレイアウト 

 

 

 

平成２１年４月改正版のサービス提供実績記録票のレイアウト 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事業所ボタン、利用者ボタンを

追加しました 

加算ボタンを追加しました 

一部項目の削除を行いました 
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■ 修正箇所 

NO 修正箇所 修正概要 

1 事業所ボタン 事業所メンテナンス画面の提供サービス登録

画面を開きます。ただし、実績記録票に関係す

る情報しか表示することはできません。 

2 事業所要件 事業所の請求算定に関わる項目を表示します。

（公私区分、定員区分、人員配置区分など） 

3 利用者ボタン 対象者画面を開きます。ただし、実績記録票に

関係する情報しか表示することはできません。

 

4 利用者要件 利用者の請求算定に関わる項目を表示します。

（障害程度区分、障害種別、個別支援計画など）

5 契約情報 契約情報を表示します。 

6 加算情報ボタン 加算情報入力画面を表示します。 

7 不要項目の削除 ・施設区分～平均利用人員の削除⇒代わりに事

業者メンテナンス画面への遷移が可能になり

ました。 

・上限月額、確定利用者負担額⇒代わりに対象

者画面への遷移が可能になりました。 

 

■ 加算情報の入力手順 

 

 加算情報ボタンを押下します。 
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加算情報ボタンを押下すると、加算情報入力画面が表示されます。 

 

 

NO 修正箇所 修正概要 

1 初期加算欄、入所時加算欄 初期加算または入所時加算が入力されている

場合、入力が必須です。 

2 地域移行加算、退所時加算 地域移行加算または、退所時加算が入力されて

いる場合しか入力できません。 

3 施設外支援加算  

「事業所要件不可」となっている項目

は、事業所要件が不正なため、算定不

可となっている加算です。事業者メン

テナンス画面を確認してください。 

「未決定」となっている項目は、支給

決定が必要な加算であり、対象者画面

の支給決定欄にサービスが登録されて

いない場合に、未決定と表示されます。

「可」となっている加算は加算情報欄に入力及び、請求算定が可能です（※

あくまでもシステム上の登録が可能であるという意味です）。そのため、「可」

となっている場合であっても、必ずしも制度上の加算要件を満たしているこ

とを示すものではないため、入力時には加算要件を確認して登録を行う必要

があります。 
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「事業所要件不可」及び、「未決定」となっている加算を入力し、入力完了を

押下すると、エラーとなり、入力完了できません。 

 

 
 

事業所要件がない加算を入力し、入力完了を押すと、以下のメッセージが表示

されます。 

 

 

 

未決定の加算を入力し、入力完了を押すと、以下のメッセージが表示されます。 
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可となっている加算だけを入力し、入力完了を押下すると、実績記録票画面

に戻ります。 

 

 
 

 

 

請求算定を押下すると、入力した加算情報が算定されます。 

 


